
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水分散性繊維を含有する水解性のバックシート と、水解性の吸収層 と、
前記吸収層を覆う水解性の表面材 とを有する水解性の吸収性物品において、
　前記バックシートの裏面には、吸収性物品を外部装着体に掛止させるための粘着部

が 吸収性物品の縦方向および横方向に間隔を て複数箇所に設けられており、隣
り合う粘着部どうしの間隔 が、前記バックシート 繊維の最大繊維長
より いことを特徴とする水解性の吸収
性物品。
【請求項２】
　前記粘着部が、前記バックシートの裏面の全域に点在し

ている請求項１記載の水解性の吸収性物品。
【請求項３】
　前記粘着部は、前記縦方向および横方向に規則的に配列している請求項２記載の水解性
の吸収性物品。
【請求項４】
　前記バックシートの裏面では、前記粘着部の存在していないシート露出部が、全ての粘
着部と粘着部との間で連続しており、且つ前記シート露出部が、前記バックシートの縦方
向両端の縁部および横方向両端の縁部に延びている請求項１ ３のいずれかに記載の
水解性の吸収性物品。
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【請求項５】
　前記粘着部は、水膨潤性の粘着剤で形成されている請求項１ ４のいずれかに記載
の水解性の吸収性物品。
【請求項６】
　前記粘着剤は親水性保護コロイド層を有したアクリル系エマルジョンである請求項５記
載の水解性の吸収性物品。
【請求項７】
　前記粘着部が、ポリビニルアルコールで形成されている請求項１ ４のいずれかに
記載の水解性の吸収性物品。
【請求項８】
　前記粘着部が占める面積の合計が、バックシートの面積の１０～３０％である請求項１

７のいずれかに記載の水解性の吸収性物品。
【請求項９】
　前記繊維の最大繊維長が４ｍｍ以下である請求項１ ８のいずれかに記載の水解性
の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記バックシートは、水解性が３００秒以下である請求項１ ９のいずれかに記載
の水解性の吸収性物品。
【請求項１１】
　

　

　

　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、生理用ナプキン、パンティライナー、尿取りパッドなどに用いられる水解性
の吸収性物品 に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、生理用ナプキンやパンティライナーや尿取りパッドなどの吸収性物品として、水解
性（水崩壊性）の素材で形成され、水洗トイレに流したときに、多量の水内で分散される
ものが現れている。これらは、例えば特開平８－３８５４７号公報や、特開平８－１９５
７１号公報に開示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし前記吸収性物品のうち生理用ナプキン、パンティライナー、尿取りパッドでは、下
着やおむつなどの外部装着体内に粘着させて、装着中の位置ずれや縒れを防止するため、
吸収性物品のバックシートの裏面（外部装着体に面する側）に粘着剤が設けられる。
【０００４】
これらの粘着剤は、外部装着体内の湿度や吸収性物品に吸収された排泄液等の影響を受け
やすく、粘着力が低下しやすい。よって、粘着剤はある程度長い時間粘着力を呈するもの
で、さらに粘着剤の量もある程度多いことが好ましい。しかし、長時間粘着力を維持でき
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水分散性繊維を含有する水解性のバックシート (２０ )と、水解性の吸収層（２１）と、
前記吸収層を覆う水解性の表面材（１０）とを有する水解性の吸収性物品の製造方法にお
いて、

（ａ）前記バックシートの裏面と離型シート（２２）のいずれか一方に、吸収性物品を
外部装着体に掛止させるための複数の粘着部（３０）を、縦方向および横方向に間隔を空
け、且つ隣り合う粘着部どうしの間隔が、前記バックシートを構成する繊維の最大繊維長
より長く、且つ前記間隔が前記粘着部の寸法よりも大きくなるように塗布し、前記粘着部
を介して、バックシートと離型シートとを接合する工程と、

（ｂ）前記（ａ）の工程の後に、前記バックシートと前記表面材との間に前記吸収層を
挟む工程と、

を有することを特徴とする水解性の吸収性物品の製造方法。

およびその製造方法



る粘着剤を使用し、また粘着剤の量が多すぎると、吸収性物品の水解性が著しく低下して
しまう。
【０００５】
すなわち、水洗トイレなどに捨てられて多量の水が与えられると、前記バックシートが水
で崩壊するが、このときバックシートに比べて粘着部の水解が遅くなるため、バックシー
トの繊維の分散が粘着部により抑制され、バックシートが水中で細かく分散できない。そ
の結果、浄化槽内でバックシートが比較的大きな面積のまま浮遊したり、さらには浄化槽
内での詰まりの原因になることがある。
【０００６】
　本発明の目的は、バックシートに外部装着体へ掛止させる粘着部を設けた場合に、粘着
部の水解が遅れたとしても、水中でバックシートが小さい面積ごとに分散できるようにし
た水解性の吸収性物品 を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記従来の課題及び目的は、水分散性繊維を含有する水解性のバックシートと、水解性
の吸収層と、前記吸収層を覆う水解性の表面材とを有する水解性の吸収性物品において、
　前記バックシートの裏面には、吸収性物品を外部装着体に掛止させるための粘着部が
吸収性物品の縦方向および横方向に間隔を て複数箇所に設けられており、隣り合う粘
着部どうしの間隔が、前記バックシート 繊維の最大繊維長より

いことを特徴とする水解性の吸収性物品によって達成
される。
【０００８】
本発明の吸収性物品のバックシートに設けられた粘着部は、複数箇所にスポット的に設け
られ、その粘着部どうしの間隔はバックシートに含まれる繊維の繊維長より長くなってい
る。したがって、バックシートに含まれる１つの繊維が、二箇所以上の粘着部に接触する
ことがない。よって、吸収性物品がトイレなどに流し捨てられたとき、粘着剤によってバ
ックシートの水解が阻害されない。また、粘着部どうしが離れているため、ある箇所の粘
着部が外部装着体内の湿度や吸収性物品に吸収された排泄液の影響を受けても、全ての粘
着部が影響を受けることがない。よって、粘着性が低下しにくい。
【０００９】
前記粘着部は、前記バックシートの裏面の全域に点在していることが好ましい。さらに前
記粘着部は、前記縦方向および横方向に規則的に配列していることが好ましい。
【００１０】
また、前記バックシートの裏面では、前記粘着部の存在していないシート露出部が、全て
の粘着部と粘着部との間で連続しており、且つ前記シート露出部が、前記バックシートの
縦方向両端の縁部および横方向両端の縁部に延びていることが好ましい。
【００１１】
本発明では、前記粘着部は、水膨潤性の粘着剤で形成されていることができる。この場合
、例えば前記粘着剤は親水性保護コロイド層を有したアクリル系エマルジョンである。
【００１２】
または、 ポリビニルアルコールで よい。
本発明では、前記粘着部が占める面積の合計が、バックシートの面積の１０～３０％であ
ることが好ましい。
【００１３】
また、前記繊維の最大繊維長が４ｍｍ以下であることが好ましい。
前記バックシートは 解性が３００秒以下であることが好ましい。
【００１４】
前記バックシートの裏面には、前記 を覆う離型紙が貼り合わせられており、この離
型紙が水解性であるものとすることができる。
【００１５】
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【発明の実施の形態】
以下、本発明を、図面を参照しながら説明する。図１は本発明の吸収性物品を表側（装着
者に対面する側）から見た斜視図、図２は図１に示した吸収性物品の部分的断面を示した
斜視図、図３は図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線による拡大断面図、図４は図１に示した吸収性物
品を離型紙を剥がした状態で裏側（外部装着体に対面する側）から見た底面図ある。なお
、吸収性物品の長手方向をＹ方向とし、Ｙ方向とほぼ直交する幅方向をＸ方向とする。
【００１６】
図１に示す吸収性物品は生理用ナプキンまたはパンティライナーであり、本発明の水解性
の吸収性物品である。
【００１７】
図１の吸収性物品１は、図２に示すように装着者側に向けられる水解性の表面材１０と、
水解性のバックシート２０と、表面材１０とバックシート２０との間に挟まれる水解性の
吸収層２１とで構成されている。そして、表面材１０とバックシート２０は、吸収層２１
の周囲で水溶性接着剤などにより互いに接合されて縁部１ｅ、１ｆを形成している。
【００１８】
図４に示すように、吸収性物品１の本体の裏側、すなわちバックシート２０の裏面（外部
装着体に対面する側）には、その全面に複数の粘着部３０が水玉模様状に設けられている
。さらに図３に示すように、吸収性物品１には、好ましくは粘着部３０の粘着力を使用直
前まで保護する離型紙２２が設けられている。
【００１９】
吸収性物品１の装着時には前記離型紙２２が剥がされ、吸収性物品１が下着やおむつ等の
外部装着体の内側のクロッチ部に設けられ、本体の裏側に設けられた粘着部３０がクロッ
チ部の内面に粘着されて掛止される。
【００２０】
　図４に示すものでは、粘着部３０の形状が、直径が好ましくは１０ｍｍ以下で１ｍｍ以
上の円形状である。ただし、粘着部３０はＹ方向に長い楕円または長円形状、四角形状で
あってもよ 各粘着部３０は、バックシート２０の裏面において、縦方向（Ｙ方
向）と横方向（Ｘ方向）の双方に間隔を て、前記縦方向と横方向のそれぞれにおいて
複数箇所に形成されている。好ましくは、前記粘着部３０は縦方向および横方向の双方に
規則的に配列している。また、粘着部３０はバックシート２０の裏面の全域、すなわち縦
方向の縁部１ｆおよび横方向の縁部１ｅまで、またはこれらの縁部１ｆと１ｅの直近位置
まで形成されている。
【００２１】
また、前記粘着部３０が形成されていないバックシート２０のシート露出部２０ａは、全
ての粘着部３０と粘着部３０との間（ｉ）において互いに連続しており、また前記シート
露出部２０ａは、縦方向の縁部１ｆおよび横方向の縁部１ｅまで延びている。すなわち、
全ての粘着部３０と粘着部３０との間のシート露出部２０ａが、バックシート２０の裏面
の全域に広がって、しかも途中で分断されることなく前記縁部１ｆと１ｅに至るように形
成されている。
【００２２】
　この吸収性物品では、比較的小さな粘着部３０が互いに間隔を てバックシート２０
の裏面の全域に分散して設けられているため、ある部分の粘着部３０が外部装着体内の湿
度や吸収性物品に吸収された排泄液の影響を受けても、全ての粘着部３０が影響を受ける
ことがない。よって、使用中に粘着部３０の粘着性は低下しにくい。また、バックシート
２０の全面に設けられているため、吸収性物品１を確実に外部装着体に掛止させることが
できる。
【００２３】
また、吸収性物品１が水洗トイレに捨てられるなどして多量の水が与えられると、前記吸
収性物品１の縁部１ｆおよび１ｅから前記シート露出部２０ａに水が浸透されて行き、前
記シート露出部２０ａが水で崩壊される。このとき前記シート露出部２０ａがバックシー
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ト２０の全面に渡って分断されることなく延びているため、全ての粘着部３０と粘着部３
０との間において、シート露出部２０ａが水で崩壊することにより、個々の粘着部３０が
形成されている部分が互いに離れることができる。よって、浄化槽内などにおいては、バ
ックシート２０が大きい面積のままの残ることがない。
【００２４】
　特に隣り合う粘着部３０どうしの間隔３０ｄが、バックシート２０に含有される繊維の
最大繊維長より長く形成されている。このように形成されていると、粘着部３０と粘着部
３０との間（ｉ）においてバックシート２０が水で崩壊したときに、隣り合う粘着部３０
どうしが繊維で繋がれるという現象が生じにくくなり、前記粘着部３０が形成されている
部分が互いに離れやすくなる。 性をさらによくするため、粘着部３０どうしの間隔３
０ｄは、粘着部３０の幅寸法（直径）より
【００２５】
また、バックシート２０において前記粘着部３０が占める面積の合計は、バックシート２
０の面積の１０～３０％であることが好ましい。前記下限より小さいと、吸収性物品１に
確実に掛止させるに粘着力が足りなくなる。また、前記上限より大きいと、粘着部３０と
粘着部３０との間隔３０ｄが狭くなりすぎ、粘着部３０と粘着部３０との間（ｉ）に水が
浸透しにくくなって、前記間（ｉ）でバックシート２０のシート露出部２０ａが水で崩壊
しにくくなる。その結果、バックシート全体の水崩壊速度が遅くなる。
【００２６】
前記粘着部３０を形成する粘着剤は、通常吸収性物品の掛止手段として使用されている粘
着剤であればどのようなものも使用できるが、特に親水性保護コロイド層を有したアクリ
ル系エマルジョンなど、水系エマルジョンである水膨潤性の粘着剤や、ポリビニルアルコ
ールが使用される。
【００２７】
特に前記水膨潤性の粘着剤を使用する場合に本発明が有効である。吸収性物品１に与えら
れる排泄液などが粘着剤に触れたときに、水膨潤性の粘着剤であれば粘着力の劣化が生じ
にくく、外部装着体とのずれ止め効果を維持しやすい。一方、水膨潤性の粘着剤は水洗ト
イレなどに捨てられたときに、分解に比較的長い時間を要する。このような場合であって
も、前記のようにバックシート２０のシート露出部２０ａの水崩壊により、粘着部３０ど
うしが分離されることになるため、粘着剤の分解に時間がかかってもバックシート２０が
細かく分離される。また浄化槽内では、粘着部に気泡が付着して浄化槽内で浮上しやすく
なるが、前記のように粘着部３０の面積が小さく、しかも粘着部３０が互いに分離される
ので、前記気泡による浄化槽内などでバックシートが漂う現象が生じにくい。
【００２８】
なお、図４に示す粘着部３０では、粘着部３０どうしの間隔３０ｄが全て均一である水玉
模様状であるが、粘着部３０どうしの間隔３０ｄは全て均一でなくてもよい。また、粘着
部３０の設置状態は、ランダムに設けられていても良い。
【００２９】
バックシート２０は、水洗トイレに流したときにその水流によって、あるいは浄化槽内で
容易に分散されるものであり、水分散性繊維を含む水解紙や水解性不織布等で形成できる
。例えば、（１）原料としてパルプを用い、パルプ繊維どうしの水素結合でシート状に形
成した水解紙、（２）原料としてパルプやレーヨンなどの水分散性繊維を用い、繊維を結
合させる水溶性のバインダーを含有させてシート状に形成した水解紙、（３）水分散性繊
維を交絡させてシート状に形成した水解紙、（４）比較的短い繊維長をもつ水分散性繊維
をウォータージェット処理により交絡させた水解性の不織布などをあげることができる。
【００３０】
また、バックシート２０の外側には、ポリビニルアルコールや不飽和カルボン酸からなる
共重合体などの水溶性樹脂を塗工して、不透液性となるように処理することが好ましい。
【００３１】
また、図３に示すように、バックシート２０の裏面では、前記粘着部３０を覆う離型紙２
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２が設けられる。この離型紙２２は、水解紙などの水解性シートの表面にポリビニルアル
コールなどの水解性樹脂が塗工され、その表面にシリコン樹脂などで被覆されたものであ
り、前記シリコン樹脂層が前記粘着部３０に接着されることにより、離型紙２２が粘着部
３０から剥がれやすく、しかも粘着部３０の粘着力を阻害しないものとなる。また離型紙
２２が水洗トイレに流されると、前記ポリビニルアルコール層が溶解し、且つ水解紙が分
散して、離型紙２２そのものが水で分解される。
【００３２】
吸収層２１は、例えば水解紙やパルプや不織布から形成できる。水解紙で形成する場合、
比較的厚みの薄い水解紙を複数枚重ねて形成すると水解性が良好であり好ましい。例えば
、目付が１４ｇ／ｍ 2である水解紙を４～８枚、好ましくは６枚程度重ねて吸収層２１を
形成する。なお、バックシート２０が不透液性となるように処理されない場合、最下層の
水解紙に水溶性樹脂などを塗工して、吸収層２１を形成する水解紙に不透液性の機能を持
たせてもよい。また、表面材の厚みが厚い場合、吸収層２１は形成されなくてもよい。
【００３３】
表面材１０は、２枚以上の水解シートが重ねられて形成されることが好ましい。例えば図
３に示すように、表面材１０は４枚の水解シート１１，１２，１３，１４が積層されて形
成されている。各水解シートは前記バックシート２０と同様に水解紙や水解不織布で構成
される。図３に示す表面材１０では、受液側に面する最上位の水解シート１１が目付４５
ｇ／ｍ 2の水解性の湿式スパンレース不織布であり、残りの水解シート１２，１３，１４
がそれぞれ目付１４ｇ／ｍ 2の水解紙である。
【００３４】
表面材１０は複数枚の水解シート１１，１２，１３，１４が積層されて、液解離性一体化
手段で一体化されている。前記一体化手段とは、複数枚の水解シートにニードリング処理
したり、複数枚の水解性シートを部分的に加圧（または加熱加圧）するエンボス加工を施
す機械的手段、及び／または水解シート間を水溶性接着剤で部分接着する手段等である。
【００３５】
図３に示す吸収性物品の表面材１０には一体化手段としてニードリング処理が施されてい
る。図３に示すように、水解シート１１，１２，１３、１４が積層された状態で受液側か
ら針が貫通するようにしてニードリング処理が施され、全面に開孔部１５が設けられてい
る。その結果、開孔部１５の周囲で水解シートを構成する繊維どうしが交絡されて水解シ
ートどうしが結合される。なお、前記開孔部１５は吸収層２１へ液を導く透液孔としても
機能する。開孔部１５の直径は３ｍｍ以下であることが好ましい。
【００３６】
なお、本発明では、前記粘着部が設けられるバックシートは、生理用ナプキン以外のパン
ティライナー、尿取りパッドなどに用いることができる。また、これらの吸収性物品は、
使用後にその全てをトイレ等に流し捨てることができるように、全体が水解性となるよう
に構成することが好ましい。
【００３７】
また、吸収性物品にウィング部が設けられる場合、ウィング部の裏側（外部装着体に面す
る側）にも、バックシートに設けられたような粘着部を設けることが好ましい。
【００３８】
次に、本発明の吸収性物品の製造方法について説明する。図５は、本発明の吸収性物品を
構成するバックシートと離型紙の複合シートを形成する工程図、図６は、図５に示す工程
で得られた前記複合シートを用いて吸収性物品を形成する工程図である。
【００３９】
　図５に示すように、バックシート用シートロール２２０からバックシート用シート１２
０が供給される。供給されたバックシート用シート１２０の片面（図示上側の面）には、
グラビアロール２３０により粘着剤が塗布 粘着部３０が形成される。その後、乾燥
機２３１により粘着剤が乾燥される。このとき、粘着剤がアクリル系エマルジョンなどの
水系エマルジョンである場合、所定時間乾燥させることにより粘着剤の粘着力が強くなる
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。
【００４０】
その後、粘着剤が塗布されたバックシート用シート１２０の上に離型紙用シートロール２
２２から離型紙用シート１２２が供給され、複合シートが形成される。複合シート、すな
わち粘着剤を間に挟んだ状態で積層されたバックシート用シート１２０と離型紙用シート
１２２が、巻き取られて複合シートロール２３５が得られる。
【００４１】
なお、図５に示す工程では、バックシート用シート１２０と離型紙用シート１２２とが互
いに逆になっており、離型紙用シート１２２上に粘着剤が塗布されてバックシート用シー
ト１２０と積層されてもよい。
【００４２】
次に、得られた複合シートロール２３５は、図６に示すように、今までとは別の工程ライ
ンに使用される。図６では、複合シートロール２３５から複合シート、すなわちバックシ
ート用シートと離型紙用シートとが繰り出される。このとき、バックシート用シートが図
示上側となる。複合シートの上に、吸収層用素材１２１が順次送り出され、さらにその上
に、ロール２１０から表面材用シート１１０が繰り出され、吸収層を前記複合シートとの
間に挟む。その後、表面材用シート１１０と吸収層用素材１２１と複合シートとは接合機
２４０により接合され、さらに切断機２４１により切断されて、本発明の吸収性物品１が
得られる。
【００４３】
なお、表面材用シートが複数枚の水解シートからなる場合、予め複数枚の水解シートを積
層したものを使用してロール２１０から供給しても良いし、または、図６に示す工程にお
いて水解シートのロールを順次並べて水解シートを積層させ、吸収性物品１を構成するこ
ともできる。
【００４４】
このように、バックシートと離型紙とを、吸収性物品の製造工程とは別工程として予め形
成すると、吸収性物品の製造工程ラインの処理速度とは関係なく、複合シートが形成され
る。したがって、粘着剤などの乾燥時間を考慮しやすくなる。通常の吸収性物品の製造方
法においては、全ての工程を一つのラインで行なうため、粘着剤の粘着力を引き出すため
の乾燥工程が他の工程と同じライン速度で処理される。その結果、粘着剤の粘着力が低下
するという問題があったが、本発明の製造工程においてはその問題が解消される。
【００４５】
【実施例】
以下、実施例をあげて本発明を説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００４６】
　次の素材を用いて図１～４に示すような水解性の を形成した。表面材と
して用いた水解性の湿式スパンレース不織布の目付は４５ｇ／ｍ 2であり、水解紙の目付
は２０ｇ／ｍ 2である。また、吸収層として目付６０ｇ／ｍ 2のエアレイドパルプを用いた
。さらに、バックシートとして、繊維長２～３ｍｍの繊維（レーヨンおよび／またはパル
プ）からなる目付３０ｇ／ｍ 2の水解性の湿式スパンレース不織布を用いた。また、バッ
クシートに設けられた粘着部は表１に示す間隔（隣り合う粘着部間の間隔。単位はｍｍ）
及び面積率（バックシート面積に対する接合部の合計面積。単位は％）で構成した。得ら
れた生理用ナプキンについて次の測定を行なった。結果を表１に示す。
【００４７】
（粘着力）　粘着剤が塗布されたバックシートをシルクサテンに貼り付け、２Ｋｇローラ
ーを用いて圧着させた。その後、テンシロン試験機を用いてバックシートの剥離試験を行
なった。（表以下、単位はｍＮ）。
【００４８】
（浄化槽テスト）　生理用ナプキンを便器から浄化槽へ流し、その後の生理用ナプキンの
挙動を目視にて観察した。評価方法は次のとおりである。○：製品が水解して沈む。×：
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浄化槽の水面近くに浮遊物が発生。
【００４９】
（水解性）　ＪＩＳ　Ｐ　４５０１の水解性試験方法に準じて測定した。詳細を述べると
、サンプルを縦１０ｃｍ横１０ｃｍに切断したものを、イオン交換水３００ｍｌが入った
容量３００ｍｌのビーカーに投入して、回転子を用いて撹拌を行った。回転数は６００ｒ
ｐｍである。この時のサンプルの分散状態を経時的に観察し、分散されるまでの時間を測
定した。評価方法は次の通りである。○：１００秒以内に水解。△：３００秒以内に水解
。×：水解しない。
【００５０】
また、比較例についても実施例同様に試験を行なった。
【００５１】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５２】
結果からわかるように、粘着部間の間隔が、バックシートに含有される繊維長と同じまた
はそれより小さいと、吸収性物品の水解性が著しく低下する。また、粘着部の面積率が３
０％を超えると、浄化槽の水面近くに浮遊物が発生しやすくなる。
【００５３】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明の水解性の吸収性物品においては、バックシートの裏面に粘
着層を塗布し、下着などに対するずれ止め効果を高めた場合であっても、水洗トイレに流
したときに、バックシートが細かく分散されやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の吸収性物品の斜視図
【図２】図１に示した吸収性物品の部分的断面を示した斜視図
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線による拡大断面図
【図４】図１に示した吸収性物品の離型紙を剥がした状態における裏面を示す平面図
【図５】本発明の吸収性物品を構成するバックシートと離型紙の複合シートを形成する工
程図
【図６】図５に示す工程で得られた前記複合シートを用いて吸収性物品を形成する工程図
【符号の説明】
１　吸収性物品
１ｅ，１ｆ　縁部
１０　表面材
１１、１２、１３、１４　水解シート
１５　開孔部
２０　バックシート
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２０ａ　シート露出部
２１　吸収層
２２　離型紙
３０　粘着部
３０ｄ　粘着部間の間隔
１１０　表面材用シート
１２０　バックシート用シート
１２１　吸収層用素材
１２２　離型紙用シート
２１０　ロール
２２０　バックシート用シートロール
２２２　離型紙用シートロール
２３０　グラビアロール
２３５　複合シートロール
２４０　接合機
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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